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平成２６年２月１７日（月）から３月１７日（月）まで個人の所得税及び復興特別所得税の申告の受付が始

まります。平成 25年から平成 49年までは、復興特別所得税の申告・納付も併せて必要となります。 

不動産収入、株式売却、譲渡・贈与等の収入がある方や、医療費、住宅取得による借入金等があり申告をす

れば所得税還付される方は申告が必要です。 

ただ今、所得税確定申告書の作成を受付しております。お気軽にお問い合わせください。 

  

 

 

 

先月の「わかば通信」でお伝えした通り、政府は昨年１２月１２日に平成２６年度税制改正大綱を公表しまし

た。今回の改正のポイントをよりわかりやすくご説明いたします。また、今年４月から変更となる消費税率引

き上げに伴う注意点についてもお話しします。是非ご参加ください。 

日時   平成２６年２月２０日（木） １８：００～１９：００ 

 場所   税理士法人わかば 研修室 

 研修内容 １）平成２６年度税制改正のポイント 

      ２）平成２６年４月からの消費税率引き上げに伴う注意事項 

      ３）その他 

 

配布資料等準備のため参加ご希望の方は、下記事項を記載の上２月１９日までにＦＡＸにてご連絡下

さい。 

                                            

 

申込み 税理士法人わかば 宛 FAX ０４２－７２９－６９９１ 

平成２６年２月  日 

 

会社名                  参加者名                 

ご質問等がございましたら、担当までお問い合わせください。 

 

暦の上では春とはいえ、寒さも一段と厳しさが増しておりますね。 

今週末も雪になる予報となっております。 

体調には十分ご留意くださいませ。 

※電子メールでの配信をご希望の方はご連絡下さい。 

平成 26年 2月 14日 

第 53 号 

税理士法人わかば 

TEL042-729-6440 

今回の担当 

相続・贈与、会社設立、税務顧問等でお悩みの方がおられましたら是非ご紹介下さい。初回相談無料です。 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=34981&sw=%E9%9B%AA%E3%81%A0%E3%82%8B%E3%81%BE%EF%BC%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%EF%BC%89

